
「保管場所標章に係る標準仕様（案）」に対する意見招請の結果等について

　標記について、意見を募集したところ、以下のような意見等をいただきました。いただいた意見等とそれに対する警察庁の考え方及びこれら意見等を踏まえ、庁内で所
要の検討を行った結果の修正点は次のとおりです。
　なお、保管場所標章の仕様書については、各都道府県警察で定めるものであり、別段の定めがある場合には、これによることとなります。

項目 項番 項目名又は標準仕様記載内容 意見・質問の内容 意見に対する考え方

1

２　標章の構造
　等

(3) 製造管理番号 　製造管理番号は、数字により、○○
（共通分類コード表の都道府県等別コー
ドによる２桁）、当該標章が製造された
西暦年の末尾２桁及び７桁の製造番号の
計１１桁とすること。

製造管理番号のフォント及び書体につ
いては問わないのでしょうか。

　フォント及び書体については、定める必要
がないものと考えています。

2

２　標章の構造
　等

(3) 製造管理番号 　同上 製造管理番号については不要です。不
必要な工程管理は、製造側、使用側双方
にとって、コスト削減が充分できる部分
と推測できます。

　製造管理番号は、受注需要に応じた製造枚
数・使用枚数の確認のため及び不良品が発生
した場合に同様の不良品である標章の追及を
容易にするため必要であると考えています。

3

３　特記事項 (2) 標章の適切な管
　理に関する事項

　製造管理番号について 　製造管理番号の印刷工程において、印
字不具合のため、保管場所標章の製造管
理番号が印字不良となった場合は、どの
ようにしたらよいでしょうか。

　印字不良となった保管場所標章に代わる保
管場所標章を作成することで足りるものと考
えています。

4

別添１ １　製造外観 　注２： ジグザグ折り束は、２枚単位
で折り、１セットは500折り（標章1000
枚）とし、容易に、かつ、崩れずに印字
機に挿入することができるものであるこ
と。

注２の部分で、印字機に挿入とありま
すが、印字機の内容が明確でなく、別添
３で２社のプリンター名のみが開示され
ている。この内容では、どのような方式
の、どのリボンで、どのような印字方法
をお考えなのか、不明瞭に思います。

　各都道府県警察で現在使用されている標章
印字機で印字できることが必要であることか
ら、２社の標章印字機を具体的に記載したも
のです。
　標章印字機の仕様や入手方法については、
標章印字機の製造メーカーに問い合わせてい
ただきたいと考えています。

5

別添１ ２　図柄 　注３： 精細模様は、国家公安委員会
規則に規定する模様のほか、地紋又は細
紋１種類を使用すること。

注３の精細模様の地紋又は細紋は、全
国統一のデザインでしょうか。また、保
管場所標章のデザインは、落札時にその
デザインデータの入稿は可能でしょう
か。

地紋又は細紋のデザインは、保管場所標章
を納入しようとする者において作成するもの
であり、国家公安委員会規則に定める保管場
所標章のデザインデータについても、保管場
所標章を納入しようとする者において作成す
るものと考えています。

平 成 ２ ０ 年 ２ 月
警察庁交通局交通規制課



項目 項番 項目名又は標準仕様記載内容 意見・質問の内容 意見に対する考え方

6

別添１ ２　図柄 　「ＴＯＹＯ８８　ＣＦ０４１０（青
色）相当」
　「ＴＯＹＯ８８　ＣＦ０１６６（黄茶
色）相当」

２「図柄」内の色の指示について、カ
ラーチップの数値、版数が古く、他に
も、多々、旧式の測定方法、試験方法、
廃棄方法等が見受けられます。

　意見を踏まえ、「ＴＯＹＯ８８　ＣＦ０４
１０（青色）相当」を「ＴＯＹＯ　ＣＦ１０
４１０（青色）相当」に「ＴＯＹＯ８８　Ｃ
Ｆ０１６６（黄茶色）相当」を「ＴＯＹＯ
ＣＦ１０１６６（黄茶色）相当」に修正しま
す。
　測定方法、試験方法については、最新のＪ
ＩＳ規格及びＪＡＳＯ規格を参考としたもの
であり、廃棄方法については、環境にも配意
し裁断等の方法による処分も可能な記載にし
たものであり、変更の必要はないものと考え
ています。

7
別添１ ２　図柄 　ホログラムシールの必要性 標章の構造設計は簡単にすべきであ

り、入手が困難なホログラムシールは不
要です。

8

別添１ ２　図柄 　同上 ホログラムシールは不要です。ホログ
ラムシールは、一見、偽造防止に寄与し
ますが、正否の判断が、屋外では難しく
（大半が機具を使用する判定方法による
ため）、本来の目的である、車庫飛ばし
の検挙率向上に、有効に機能していると
はいえないと判断します。

9

別添１ ３　断面構造 　Ｆ：再使用防止層 再使用防止層は、再使用を防止するこ
とができれば、どのような加工でも良い
のでしょうか。具体的に記載して頂きた
い。（例：剥がす際に再使用防止層から
必ず破れるものであること等）

10
別添１ ３　断面構造 　同上 再使用防止策において、防止策の指定

はありますか。独自の防止策でよいで
しょうか。

11

別添１ ３　断面構造 　Ａ：印刷（墨一色）　～　Ｌ：印刷
（墨一色）

　断面構造で記載されている各層につい
て、具体的な材質名や仕様を呈示してい
ただけませんか。

　保管場所標章に係る具体的な材質等につい
ては、指定する必要がないものと考えていま
す。
　保管場所標章の標準仕様については、詳細
を定めることとすると、却って標章の製造の
技術の進歩を妨げるほか、新規業者の参入を
妨げるおそれがあるとの考えから、必要最小
限の項目のみ定めることとしたものです。

　ホログラムシールについては、保管場所標
章の偽変造防止の観点から必要であると考え
ています。

　特定の再使用防止措置のみを認めるもので
はなく、再使用の防止ができることとなるも
のであればよいと考えています。
　保管場所標章の標準仕様については、詳細
を定めることとすると、却って標章の製造の
技術の進歩を妨げるほか、新規業者の参入を
妨げるおそれがあるとの考えから、必要最小
限の項目のみ定めることとしたものです。



項目 項番 項目名又は標準仕様記載内容 意見・質問の内容 意見に対する考え方

12

別添１ ３　断面構造 　標章の厚さは、350μm±30μmである
こと。

総厚みがクリアできれば、各層の厚さ
は自由に設計できるのでしょうか。

　貴見のとおりです。
保管場所標章の標準仕様については、詳細
を定めることとすると、却って標章の製造の
技術の進歩を妨げるほか、新規業者の参入を
妨げるおそれがあるとの考えから、必要最小
限の項目のみ定めることとしたものです。
なお、標章の厚さについては、後記「保管
場所標章に係る標準仕様（案）」の修正点を
参照下さい。

13

別添１ ４　ホログラム
　シールの構造

(1) ホログラムシールの図柄は、車及び
　日章の二変化多重図形が描かれている
　ものであること。
(2) ホログラムシールは、貼り付けた
　後、はがせば再使用ができないもので
　あること。

ホログラムシールの入手方法について
の記載がありません。⇒シールは支給
か、販売か、どのように入手することに
なるのでしょうか。

14

別添１ ４　ホログラム
　シールの構造

　同上 提供されるホログラムシールの形態の
記載がありません。⇒ロール状、ジグザ
グ折（連続仕上げ）等々、どのような形
状の物でしょうか。

15

別添１ ４　ホログラム
　シールの構造

　同上 提供されるホログラムシールの糊の種
類はどのようなものなのか記載がありま
せん。⇒粘着剤、ホットメルト糊、コー
ルド糊等々、どのような糊が、使用され
ているのでしょうか。

　ホログラムシールの糊の種類については、
定める必要がないものと考えています。
　保管場所標章の標準仕様については、詳細
を定めることとすると、却って標章の製造の
技術の進歩を妨げるほか、新規業者の参入を
妨げるおそれがあるとの考えから、必要最小
限の項目のみ定めることとしたものです。

16

別添３ 標章の機能 　標章の機能に関すること 　機能性について
・　不透明度の規定はありますか。
・　不透明度を確保するためにシルバー
　印刷等が必要でしょうか。

　不透明度については定めていませんが、保
管場所標章の精細模様が、表面から見て、国
家公安委員会規則に定める精細模様と同一性
が認められることは必要であると考えていま
す。また、仕様上、シルバー印刷等を定める
必要はないものと考えています。
　保管場所標章の標準仕様については、詳細
を定めることとすると、却って標章の製造の
技術の進歩を妨げるほか、新規業者の参入を
妨げるおそれがあるとの考えから、必要最小
限の項目のみ定めることとしたものです。

17

別添３ 標章の機能 　（接着力）貼付後48時間放置したの
ち、端末部を180度折り返し、検体の端
をインストロン型引張試験機に取付け、
300±20mm/minの引張速度で引きはが
し、その時の荷重を測定する。

　粘着力の試験項目にはインストロン型
引張試験機とありますが、ロードセル型
引張試験機が一般的です。

　参考とした最新のＪＡＳＯ規格において
は、インストロン引張試験機を用いることと
されていることから、変更の必要はないもの
と考えています。

　ホログラムシールについては、保管場所標
章を納入しようとする者が、各都道府県警察
で定める保管場所標章の仕様書の内容を満た
すものを、ホログラムシールを製造する者等
から入手すれば足りるものと考えています。



項目 項番 項目名又は標準仕様記載内容 意見・質問の内容 意見に対する考え方

18

別添３ 標章の機能 　（耐候性）JIS　B7753に規定するサン
シャインカーボンアーク灯式耐候性試験
機を用い、別表に示す条件において試験
を実施する。

耐候性試験において、キセノン灯式耐
候性試験機を用いてもよいでしょうか。

　参考とした最新のＪＩＳ規格及びＪＡＳＯ
規格においては、サンシャインカーボンアー
ク灯式耐候性試験機を用いることとされてお
り、それによる試験結果によることで判別が
できることから、変更の必要はないものと考
えています。

19

全体 　全体 　現行デザインから仕様を簡略化して、
コストを下げていくというお考えはあり
ますか。例えばホログラムをなくすな
ど。

　保管場所標章の偽変造防止の観点から、現
行のデザインは、変更の必要がないものと考
えています。

20

全体 　全体 　具体的な素材や供給先、供給ルート等
を開示していただき供給できると判断で
きれば、入札参加業者が増えると思われ
ます。

　具体的な素材については、保管場所標章を
納入しようとする者が、都道府県警察で定め
る仕様書の内容を満たすものを、その素材を
製造等する者から入手していただくものと考
えています。
　また、保管場所標章の標準仕様について
は、詳細を定めることとすると、却って標章
の製造の技術の進歩を妨げるほか、新規業者
の参入を妨げるおそれがあることから、素材
についても定めないこととしています。

21

その他 　標章のデザインに関すること 　標章のデザインについて
・　契約者が指定図柄に沿って作成する
　のでしょうか。
・　原版（版下）は貸与されるのでしょ
　うか。

　保管場所標章を納入しようとする者が、各
都道府県警察で定める保管場所標章の仕様書
の内容を満たすものを製造等するものと考え
ています。

22

その他 　ホログラムシールの供給に関すること 　ホログラムシールについての説明が不
十分で、今までどおり、某社が独占的に
ホログラムシールを作り、それを他業者
が買い取る形にならざるを得ないのでは
ないのでしょうか。例えば、ホログラム
シールを作成するために必要な特許使用
権等を明記しなければ、結局、競争参加
の意欲を持つ事業者を門前払いすること
になってしまいます。

23
その他 　同上 試作品に必要なホログラムシールの入

手方法の記載がありません。どのように
入手すればよいのでしょうか。

24

その他 　同上 ホログラムのデザインは、その性格上
同じものを作ることは難しいが、まとめ
て製造し入札業者に提供する形になるの
でしょうか。（ホログラムで同じものを
作るというのは、偽造と解釈される危険
性があるため。）

　ホログラムシールについては、保管場所標
章を納入しようとする者が、各都道府県警察
で定める保管場所標章の仕様書の内容を満た
すものを、ホログラムシールを製造する者等
から入手すれば足りるものと考えています。
　なお、その支給はないものと考えていま
す。



項目 項番 項目名又は標準仕様記載内容 意見・質問の内容 意見に対する考え方

25

その他 　同上 ホログラムシールについて現行デザイ
ンを使用されるのであれば、財団法人日
本交通管理技術協会様からの購入は可能
でしょうか。

26

その他 　同上 　ホログラムシールについて
・　支給品となるのでしょうか。
・　契約者が指定図柄に沿って作成する
　のでしょうか。
・　原版（版下）は貸与されるのでしょ
　うか。

27
その他 　印字性試験の実施要領について 　印字性試験を行うに際し、指定のプリ

ンタと熱転写リボンの貸し出しあるいは
評価の依頼は可能でしょうか。

　標章印字機の仕様や入手方法については、
標章印字機の製造メーカーに問い合わせてい
ただきたいと考えています。

28

その他 　調達に関すること 　警察庁が一括購入すれば、事務コスト
の削減、大量発注による単価下げにより
経済的に調達できることとなります。

　保管場所標章の交付事務は、各都道府県警
察の事務であることから、国の機関である警
察庁ではなく、各都道府県警察においてそれ
ぞれの財務規則等に定めるところにより調達
することとなります。



　　「保管場所標章に係る標準仕様（案）」の修正点

項目 項番 修正前 修正後

1
別添１ ２　図柄 ・　「ＴＯＹＯ８８　ＣＦ０４１０（青色）相当」

・　「ＴＯＹＯ８８　ＣＦ０１６６（黄茶色）相当」
・　「ＴＯＹＯ　ＣＦ１０４１０（青色）相当」
・　「ＴＯＹＯ　ＣＦ１０１６６（黄茶色）相当」

2
別添１ ３　断面構造 ・　標章の厚さは、350μm±30μmであること。

・　参考断面図の標章の厚さの寸法「約350μm±30μm」

・　「標章の厚さは、360μm±30μm（ホログラムシールを貼
　付している部分にあっては420μm±30μm）であること。」
・　削除


